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　明けましておめでとうございます。
　継往開来、先人から受け継いだ事業を発展させ未来を拓くという意味の言葉がござ
います。本会と同じく子どもたちの健やかな成長を願い、日 、々活動されておられる皆
様に深く畏敬の念を表し、新年のご挨拶を申し上げます。

財団法人日本学校保健会　会長　原中 勝征

　さて、本年は「生きる力」を重視した新学習指導要領が中学校で全面実施（高等学校は一部
実施）されます。本会では心の問題のほか、生活習慣病の増加、性の逸脱行動など現代の子
どもが抱える健康課題の解決に向け、また、全国の子どもたちが将来にわたって心身とも健康
に過ごせますよう学校保健のオピニオンリーダーとして積極的に取り組んでまいります。
　昨年は東日本大震災があり、学校保健の分野でも様々な対応に追われた年でした。特に被
災児童生徒の中には長期間にわたる心のケアを必要とする子どもたちもおり、本会はこれから
も継続的な支援を行ってまいります。
　皆様にはさらなるご活躍を期待いたしますとともに、本年も本会へのご支援、ご協力をよろし
くお願い申し上げます。

未来へと翔る健やかな子どもの育成

参加者募集

①健康教育推進学校表彰式（午前の部）
　　表彰式、最優秀校の実践発表
②被災地支援事業（午前の部）
③日本学校保健会事業報告会（午後の部）
　　事業報告、シンポジウム等
日　　時：平成24年2月23日（木）　
会　　場： 日本医師会館（東京都文京区本駒込

2－28－16）JR駒込駅徒歩10分
参 加 費：無料
参加定員： 400名（先着申込順）
　　　　　※なるべく全日参加で（部分参加可）
申 込 み： 本会HP、学校保健ポータルサイト

から申込用紙をダウンロードして
本会へFAX（03－3592－3898）で

問 合 せ：㈶日本学校保健会 ℡03－3501－0968

健康教育推進学校表彰式
日本学校保健会事業報告会 どなたでも参加できます。詳細は、本

会HPか学校保健ポータルサイトで！

主催／㈶日本学校保健会

午
前
の
部

①健康教育推進学校表彰式　②被災地支援事業
09：30

～

12：00

表彰式、最優秀賞受賞校実践発表
被災地支援事業

午
後
の
部

③日本学校保健会事業報告会
13：00 開会・事業報告
13：30

～

14：00

分科会（シンポジウム・報告会）
（1）養護教諭の職務の手引き作成委員会
　　シンポジウム
（2）保健学習推進事業委員会
　　報告会

15：20 休憩
15：30

～

16：25

全体会（講演）
学校感染症等情報収集システム構築委員会
　講演（下記仮題）
　◆学校欠席者情報収集システムについて
　◆学校欠席者情報収集システムの活用事例

16：40 閉会

平
成
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年
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宮城県子ども総合センター　所長

 本間　博彰
社団法人日本学校歯科医会　常務理事

 藤平　雅紀
日本学校薬剤師会　副会長

 佐藤　晴壽
岩手県山田町立織笠小学校　養護教諭

 村上貴美子
兵庫県立舞子高等学校環境防災科　教諭

 諏訪　清二

テーマ  「被災地での学校保健」
出席者（順不同・敬称略）

〈コーディネーター〉
　茨城大学教育学部　教授　瀧澤　利行
　明けましておめでとうございます。
　昨年の3月11日に発生した東日本大震災
を契機として、日本の社会のあり方や情報
のあり方、子どもたちの状況は大きく揺れ
動いていると思います。また今年もその問
題を引き続き抱えながら新たな取組をして
いかなくてはならない一年だと思います。

今回新春にあたりまして、被災地の子どもたちの心と体の健康を守
り育てていくために、学校保健の関係者ができることを、被災され
た先生方、被災地に関わりの深い先生方のお話を伺いながら考えて
いこうと思います。

2011.3.11̶ 被災からこれまでの状況̶

瀧澤　まず最初に、発災当初の率直な感想を本間先
生からお話いただきたいと思います。
本間　私が勤める宮城県子どもセンターは仙台の青葉
区にあり、子どもの精神科の診療を行っています。ま
たデイケアやさまざまな研修も行っています。
　あの日、私は職場にいて震災に遭いました。まず揺
れのすごさと継続時間の長さに驚きました。ライフライ
ンはすべて麻痺し、どこへも動くことができないので
私はずっと職場にいましたが、情報を得なくてはなら
ないのに使えるのはラジオだけでした。青葉区は沿岸
部ではないので津波の被害もなく、子どもたちはその
日のうちに家に帰すことができました。帰宅した職員も
いましたが、真っ暗な中を４時間も５時間も歩いたそう
で、恐怖もストレスも相当なものだったと思います。
藤平　私はその時は千葉の診療所で診療中で、激し
い揺れのため、患者さん共々避難しました。屋外へ出
ると人があふれていて、交通機関も通信も麻痺してお
り、これは只事ではないと感じたことを思い出します。
佐藤　私は東京の四谷三丁目で会議に参加していまし
た。８階建てのビルでしたが、歩こうとしても歩けなか
ったですね。私は出身が仙台市なのですが、その時
に頭をよぎったのは、「帰らなくちゃ」という思いでした
ね。ところがもちろんすぐには帰れない。携帯も電話
も通じなくて、家族は、学校はどうなったんだろうとい
う焦燥感が募りました。幸いレンタカーを調達すること
ができて帰途に着きましたが、福島に入ると、崩壊し
ている家屋があちこちに見られました。
瀧澤　当時はまだ学校が春休みに入る前でした。村
上先生のところの被災状況はどのようなものでしたか。
村上　地域の子どもたちは６割が被災し、家族を失っ
た子どもたちも数名います。震災直後、学校には地域

の方々が280人ほど避難してきました。その日から各教
室が避難所になり、保健室は地域の医療拠点として、
けがをした人の救急の場、感染性胃腸炎やインフルエ
ンザなどの感染予防の場、また県外から医療チームが
たくさん入ってきてくださったので、診療の場、また子
どもをはじめ地域の方々の心のケアの場ともなりまし
た。先生方は泊まり込みで避難所運営に協力し、子ど
もたちに寄り添い続けました。保健室には当初通常の
救急処置の薬品しかなく、体温計にも事欠く有様でし
たが、すぐに物資が届き、とても助かりました。
瀧澤　諏訪先生は神戸ご出身ですから1995年の阪神
淡路大震災のご経験がおありです。3.11の時はどのよ
うなことを感じられましたか。
諏訪　この日はたまたま昼過ぎに家に帰っていて、震
災はテレビで知りました。私は阪神淡路大震災後、子
どもたちの心のケアや防災教育に関わって、いろいろ
なところにリサーチに行きましたので、そのあとに起こ
るであろう教職員たちの大変さが思いやられました。私
も環境防災科の生徒たちも体験がありましたから何か
したいと思っていたのですが、3月のあの時期は高等
学校は入試のシーズンで、すぐには対応できず、ひた
すらテレビを見て悶 と々していたという状況でした。
　兵庫県には約150人の教職員が作ったEARTH
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（Emergency And Rescue Team by school staff in 
Hyogo）という震災学校支援チームがあります。被災
地への支援を目的としていますが、そういう組織を今
回の被災地でも早く作らなければならないという思い
がある一方で、目の前の業務があってしばらくは役に
立たない人間でした。
瀧澤　発災からしばらくたった時に、学校では具体的
にどんな課題が起こったか、お話いただけますか。
村上　子どもの課題は日々変化していきました。避難

所開設の3日後くらいから、発
熱、腹痛嘔吐、便秘、蕁麻疹
という身体症状が現れました。
これらは感染性のものではな
く、精神的なストレスからくる
症状だと診断されました。
　学校生活は4月20日から午前
授業でスタートしました。久し
ぶりに出会う子どもたちは皆笑
顔で、学校が楽しそうでした。

1週間が過ぎ、子どもたちは学校生活にも慣れ、連休
明けの5月9日から普通授業となりました。災害支援と
してお弁当が配給されたことは学校再開のためにとて
も助かりました。
　5月16日から保健室を訪れる子どもたちが増えて来ま
した。他県から臨床心理士さんが入り、週2回心のケ
アを行ってくださいました。「心と身体の健康観察」と
いうアンケートを実施し、身体ほぐしやリラックス等の
体験授業を担任と一緒に行いました。保健室では子ど
もたちの話を聞いたり、表現ワークシートの活用なども
行っています。子どもたちが言葉に表すことのできない
辛さや悲しみを心の奥にしまい込んでおくことのないよ
うに、言葉だけでなくてもいろいろな表現方法で気持
ちを伝えられるようにしています。無理に聞き出したり
書かせるのではなく、書かない時は書けない時と受け
止め、見守るようにしています。最初のころは、寂しさ
や辛さを表現してくる子どもたちや、疲れを訴える子ど
もたちが来室してきました。次に来室してきたのが、避
難所や仮設住宅に入るなどの環境の変化から、過換
気症、円形脱毛症などの症状が現れた子たちです。保
健室で様子を見ながら担任が家庭と連絡を取り、児童
相談所や専門機関と連携し継続観察中です。
　今現在、心配しているのは経済的、精神的に追い
詰められていく家庭もあり、家庭生活のストレスが子ど
もに響く現象です。家族それぞれの事情で別々に生活
することになり、このようなことが子どものストレスにな
っています。県の教育委員会が5月と9月に「心と身体
の健康観察」のアンケート調査を行いました。結果を
比較すると、「夜眠れない」｢イライラする｣という回答が
増えていました。
瀧澤　どの被災地も同じような問題を抱えているので
しょうか。
本間　初期のころは、小さい子から問題が出てきまし

たね。幼児、小学生、中学生、高校生の順に問題が
出てきました。症状は、イライラする、眠れない、発熱、
赤ちゃん返りなどです。中期の7月頃には、登校渋り、
不登校、自分で毛を抜いてしまう脱毛、リストカットな
どが出てきました。今その対応をしている状態です。
　大きな問題としては家族が崩れるということがありま
す。離婚が増えています。お母さんは子どもを連れて
安全なところへ逃げたい。でもお父さんは地域や仕事
のつながりで被災地を離れたがらない。そういうこと
で離婚になったり、DV、自殺も増えています。
　仮設住宅の問題としては、あとから入ったほうがアメ
ニティがよくなるとか、家族の事情を考慮せずに入って
しわ寄せが起こるなどの問題が出ています。
瀧澤　被災直後、支援の手段や物資供給の方法など
で課題となったのはどのようなことですか。
藤平　歯科の立場からすると大規模災害時は一時的な
医療支援と口腔ケア物資の供給、そして検死が主なテ
ーマになります。今回の震災時は早い時期に準備がで
きていましたが、被災地の情報が乏しかったことと支
援に向かうルートや滞在場所の確保に戸惑ったと聞い
ています。
瀧澤　被災地では歯みがきができない状態でしたか。
村上　はい、被災直後は歯みがきをする状態ではあり
ませんでしたが、物資に歯ブラシなどが届き、自衛隊
の方も水を運んでくださったので歯みがきができる環
境になりました。医療チームのメンバーに口腔衛生の
専門の方も来てくださり、診察や相談にのってください
ました。機材はないけれども今できる処置をしてくださ
ったり、食べることが困難な寝たきりの方の話を聞いて
くれるなど、話ができただけでも気持ちが楽になった
と思います。また山田町の歯科医師が中心になり岩手
県歯科医師会の方 と々移動健診車で診察治療を行った
のは、避難所の方々や子どもたちにとってとても助かっ
たと思います。
藤平　移動健診車については比較的早い時期に被災
地に入ることができたと聞いております。健診車には
歯科医と歯科衛生士が帯同し、現地の歯科医師と協
同で医療支援と同時に口腔ケアを行ったようです。
瀧澤　今回、薬剤や医療資材の充足には問題はなか
ったのでしょうか。
佐藤　薬剤の不足がまったくなかったというと嘘になり
ますが、意外と充足はしていました。自衛隊も含めて
いろいろな機関が速やかに搬送してくれました。むし
ろ問題となったのは「集まりすぎた」ということでした。
日本は豊かな国です。物は豊富に集まりますね。問題
となるのは心です。

長期を見越した心のケアの大切さ

瀧澤　では子どもたちが直面する心の問題を伺いたい
と思います。
佐藤　私が救急対応をしてきた中で経験したことです

村上貴美子　氏
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おっしゃいます。子どもたちが顔を合わせる学校という
場所で、何とか子どもたちが安心感を持てるような取
組をすることが大事です。例えば授業をつぶしてゲーム
をしたり、お話の時間を作ったり、抱きつかなければ
収まらない子は抱いてあげたり、赤ちゃん返りしている
子は赤ちゃんとして寄り添ったり。そんなことが阪神淡
路大震災のあとには行われました。
　三つ目は、今東北地方の子どもたちが一番感じてい
るであろう不便な生活のことですね。ご両親が別々に
暮らす、遠くの仮設住宅から登校するなどのストレスで
す。本当はストレッサーを取り除かなければいつまでも
続いてしまうことなのかもしません。ですから一刻も早
く町を作り直していくことが大事です。脅かすようで村
上先生には申し訳ないんですが、阪神淡路大震災の経
験からいうと、3年目くらいにケアを要する子どもの数
のピークが来ました。教職員の印象でもそのくらいの
時期が一番多く、4年目、5年目となってもなかなか下
がっていかなかったという証言があります。印象という
のは意外と大事ですから。つまり不便な生活が不便な
まま残ってしまった子どもたちと、だんだん回復してい
く子どもたちに分かれていったのだと思います。こうな
るともう教職員だけの問題ではないので、他とのつな
がりができるシステムを学校、行政、地域全体に作っ
ていくというのがこれからの大きな課題ではないかと
思います。
瀧澤　発災から今度は復旧、復興へという中で、いろ
いろな対応の変化が起きてくるだろうと思います。村上
先生、最近の状況で何か気づかれたことはありますか。
村上　本校では、要・準要保護と就学援助を必要と
する児童が昨年度までは22％だったのが、今現在46％
になっています。今後大人の生活不安が、子どもたち
に影響しないか心配です。子どもたちの心のケアにつ
いてですが、当時子どもたちには波を見せないように
山のほうへ逃げたので、直接津波によるPTSDはない
と思っていましたが、津波を見た子やサイレンの音を
聞いたり煙や炎を見た子どもたちもいました。翌日には
町がなくなってしまったのを見ていますので、心は傷つ
いていると思います。今になって、「先生、あのね」と
話しはじめる子もいるし、そのことについては思い出さ
ないようにしているという子もいます。元気そうにして
いますが、これからが気になります。本校は教室が避
難所となり、次に体育館へと避難所を移動しました。
校庭には仮設住宅が建ち、いろいろな行事がもてずに
いましたが、2学期から、運動会、学習発表会、修学
旅行と、少しずつできなかったことをやっています。先
生方は2学期からこれらの行事に向けて取り組んできま
した。疲れてきていますが、子どもたちの笑顔が達成
感につながると話しています。
瀧澤　本間先生、これからだんだん通常の生活に戻る
という段階で、逆にストレスが生じるということはある
んでしょうか。
本間　表向きは通常の生活に戻りますが、中身は戻ら

が、親がパニックになると子どもにも問題が起こります。
子どもを救急外来に連れてきた時、たいていの親はパ
ニックに陥っています。でも医師が対応して親が安心し
て落ち着くと、薬剤も投与していないのに半分以上の
子どもの熱が下がるんです。親がヒステリックになって
いる状態で子どもが育つのは一番危険です。まず大人
のあり方がどうかを考えてみること。先ほど離婚問題
の話も出ましたね。お母さんは子どもの安全を最優先
し、お父さんは今の生活をどのように維持するかを考
えます。その意見の調整ができなくておそらく離婚とい
う結論に至るのだと思いますが、子どもにとって非常
に悲しい現実です。親がパニックにならないこと。そ
のためには地域を挙げて大人がしっかりしていなけれ
ばいけません。
瀧澤　本間先生、いかがですか。家族のストレスがい
ろいろな場面で子どもに影響しているということは確か
ですよね。
本間　そうですね。実は子どもの問題というのはすぐ

には上がってこないんです
ね。というのは、親も保育士
さんも教師も混乱していて、
子どもと我 と々の橋渡しがな
かなかできなくて、情報が上
がってこないんです。少しず
つ地域の大人たちが落ち着
いてくると、子どもたちの問
題が浮上するという具合で
す。佐藤先生がおっしゃられ
たように、初期の1、2カ月は

みんながパニックに陥っている状態でしたね。ただ大人
たちが頑張っている姿を見て、子どもたちが自分たち
も頑張らなければならないという気持ちになった部分
もあるので、陰と陽の両方が見えたという感じでした。
瀧澤　諏訪先生、阪神淡路大震災の時はどうだったん
ですか。
諏訪　あの時も心のケアの必要性が叫ばれて、心理の
専門家が支える形がありましたが、そのうち学校の職
員の集団で子どもたちをケアしようという動きが生まれ
てきました。白衣を来たお医者さんが初めて会う子ど
もたちに「辛いですか」と聞いても、子どもたちはなか
なか心を開きませんから。
　阪神淡路大震災のあとには、三つの心の反応に対し
てきちんと手立てをしようということが行われました。
一つは災害そのものに対する怖さ。今回は揺れや波の
大きさへの怖さですね。防災教育で地震や津波のこと
をきちんと勉強していれば、この大きさの津波はしば
らくは来ないとか、次は余震だから揺れは小さいなど
の判断ができて安心感につながります。二つ目は家族
や友だちをなくしたことの辛さです。これは亡くなった
というだけではなく、災害の混乱の中で離れ離れにな
ったことも含めます。この辛さにはもう寄り添うことし
かできません。専門家の先生も寄り添うことが大事と

本間博彰　氏
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ないですよね。例えば家をなくした方々は、仕事や金
銭面での苦労が続くので子どものほうに目が向かなか
ったり、大人の目に見えない焦りが子どもに影響したり、
子どもに問題が残ります。また子どもたちは、これか
ら少しずつ不安や恐怖を実感する時期だと思います。
今までは必死だったので気づかなかった、あるいは見
ないできたものがわかりはじめる時期です。そういう時
はお父さんやお母さんにくっついていたいと思います
が、なかなか親も大変なので思うに任せない。さまざ
まな症状が出てくると思います。1学期は何とかやって
きていても、2学期になると、お腹が痛い、勉強がで
きなくて泣いてしまう、というような子が出てきました。
生活が正常化する中でどんどん問題が出てくるという感
じですね。
瀧澤　発災期は緊張の中で子どもも適応しようとしま
すが、ある程度時間が経つとそれがいろいろな形でス
トレスとなって出てくるんですね。
本間　心のケアということで全国からいろいろな方が
来られました。初期は急性ストレス障害を呈する子ども
の相談が多かったのですが、途中から相談のケースが
予想したほどは上がってこなくなりました。そして心の
ケアの専門家の応援が減ってきました。スクールカウン
セラーも最初はたくさん来ていましたが、途中からぴ
たっと来なくなりました。これからが心のケアの正念場
なのに支援がないというのは大変なことです。
村上　学校現場とすれば、子どもはたまにしか来ない
人にはうまく相談できないので、悩みがないということ
にもなってしまう場合もあると思います。やはり身近に
いる担任の先生や一緒にいる教職員が関わっていかな
ければならないと思います。震災後、子どもの心はす
ぐには開かないので、普段からの信頼関係をつくるこ
とが大切ではないかと思います。
諏訪　私は岩手の教職員の方 と々お話をさせていただ
く機会がありますが、やはり1週間ずつ別々の人にカウ
ンセリングに来ていただいても全然建設的でないとい
うことをよく聞きます。しかし一方で、大変よく話を聞
きだせるカウンセラーがいるということも聞いています。
どうも現場の方は、カウンセラーが来たら何でも治して
くれるという期待を持ってしまっている部分があるよう
です。また村上先生のように、教職員が日常の生活の
中で子どもたちの回復を支援するのがいいという方も
いらっしゃいます。スクールカウンセラーとドクター、
専門家の方 と々学校との連携のあり方がうまくいってい
るところといっていないところがあるのではないかと思
います。阪神淡路大震災の時もそうでしたが、教職員
が学校の中で専門家の支援を受けながら子どもたちと
対応していくことが大事です。
　兵庫県の場合は復興担当教員という心のケアの特別
な役職がありましたけれども、そういう一般の教員の
負担を軽減するような制度もあったほうがいいと思いま
す。被災地の先生方は本当に疲れています。周りの人
は休みなさいといいますけれども、休む暇がないんで

す。休めないのに休めといわれても困ります。制度とし
て休めるようにしなければいけないと思います。あるい
は誰にも見られずに泣けたり、静かに休めるような部屋
を設けるなどの工夫があるといいと思います。

教職員も被災者

佐藤　だいたい学校の目標というのは、心豊かに、た
くましく、生きる力を持って
というようなことですが、こ
れを達成するためには学校
と親、関係機関の連携が必
要です。しかし被災地では、
教職員もスタッフも被災者で
すから、被災者が被災者を
支援するような形になりま
す。その中でことを進めてい
かなければならないので、
問題が大きくなります。「頑
張れ」と声をかけるのはいいのですが、頑張れないん
ですよね。涙が流れてくるのに頑張れないですよ。私
自身もテレビなどを見ていて、このごろやたらと涙が出
ますね。止まらなくなります。これが正常なんじゃない
でしょうか。そういう中で子どもと向き合っていく。「頑
張れ、頑張れ」では頑張れないんですね。
瀧澤　村上先生、教師にも被災者としていろいろなス
トレスがあると思いますが、実際にはいかがですか。
村上　ストレスは表に出す人と出さない人がいると思い
ます。私の主人の実家は高田で、家が流され壊滅状態
で、父と母も行方不明でしたが、学校に戻ったのが現
状ですし、家を流されたり火事で家が全焼した先生方
も学校に泊まり込み避難所運営をしてきました。家族
を心配し、家に帰りたかったけれども帰れなかったん
です。みんな学校再開に向けて1日1日を精一杯生きて
きたように感じます。「子どもたちが、笑顔で学校に来
ることが今は自分たちも嬉しい」と職員室で話していま
した。結局その相乗効果があるからやっていられるの
ではないかと思います。
　家庭背景が原因で子どもに不安やイライラや問題行
動が出てくることがあります。子どもたちから笑顔が消
えはじめると先生方も疲れが出はじめます。「3年後が
大変」ということを聞いて心配です。思い切り泣く時間
を持つということはいいことだと思います。こうしてい
ても私自身が不安になり泣けてきてしまいそうですが、
皆さんと触れ合いいろいろ教えていただいて、子ども
や学校に何か持ち帰ることができればと思い参加させ
ていただいています。
瀧澤　子どものケアも大事ですけれども、大人のケア
も必要ですよね。
本間　震災のさなか、奇跡の小学校といわれた学校も
ありました。海のそばの小学校で、59人の子どもたち
を教師が屋根の上に連れていき、全員が助かったとい

佐藤晴壽　氏
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とても大事だと思います。今の状況で運動会を行うの
はとても大変なことだったとは思いますが、大変さがあ
るからこそ成功した時の達成感も大きいじゃないです
か。その達成感に辛さをやわらげてくれる作用がある
と思います。阪神淡路大震災のあとも行事を大切にし
た学校の話はよく聞きました。震災が起こったのが
1995年の1月ですから、その年の4月からの学年の話を
聞くと、とてもまとまっていて楽しかったといいます。
行事をみんなで作っていく、日常に戻る努力をみんな
でする、そこでお互いに認め合って、普通に「ありがと
う」「ご苦労さん」「よかったね」といえるような学級
づくりがあったと聞いたこともありますね。苦労はある
と思います。人が足りないという事情もあると思います。
だったらもっとたくさん人を配置すべきだし、もっと裏
方のできるボランティアも入れていくべきだと思います。
瀧澤　村上先生、今の諏訪先生のお話をうかがってど
う感じられましたか。
村上　そうですね。先ほど先生方は疲れているかもし
れないと言いましたが、やはり相乗効果で、「子どもた
ちの頑張っている姿を見ることが自分たちの励みにな
り、頑張ることができる」と言っていますので、やはり
それは間違いじゃなかったと確認することができてとて
もよかったです。この間の七夕の時に短冊を子どもた
ちに書いてもらいました。カウンセリングの一環ではあ
りませんが、子どもたちの心情を読み取ることができ
ました。「ちゃんとした大人になれますように」「早く仮
設に入りたい」「一人で静かに勉強したい」などとありま
した。頑張っている大人の姿を見ると子どもはこうやっ
て前向きになるんだなと思いました。子どもたちの「で
きなかったことをできるようにしたい」という前向きな
気持ちは、大人が思う以上に大きいです。一方で「山
田町が復旧してまた人が住める町にしてください」とい
うものもありました。津波があって瓦礫だらけになって
しまいましたが、ある子どもは瓦礫が片付けられてしま
うと町がなくなっていくようで寂しいといいます。6年生
にとっては小学校生活最後の年を普通に送りたいと思
っています。こういう子どもたちの願いを先生方が、2
学期3学期で取り戻して、同じような行事をして卒業さ
せたいとの思いがあることで頑張れるのではないかと
思います。
　ただこれから心配なのは転勤ですね。震災前と変わ
らない職員で今年は見守ることができました。子ども
たちも保護者も安心していますし、まず3月まではこの
まま過ごしていけると思います。心配なのは次の年度
代わりです。まさに「3年後の心配」と重なってきます
が、どのような関わり方をしながら子どもたちを見守り
続けていくことが大切なのかなと思います。
諏訪　結局は日常の生活を進めていくしかないと思い
ます。楽しく過ごせる学校づくりをすることですね。学
校での過ごし方が楽しかった、気持ちよかったという
気持ちを持って家に帰ることが大事です。阪神淡路大
震災後は、復興担当教員を中心に家庭訪問をするなど

う小学校です。教師は子どもたちに津波を見せまいと
気遣ったそうですが、その後生活に適応できない子ど
もが次 と々出てくるんですね。教師も保育士さんも頑張
っていますが、そういう人たちが少しでも気持ちが安定
して子どもたちと向き合えるように応援しないといけな
いと思います。
　大人たちがどうやって自分の心のバランスを取り戻す
かというと、やはり勉強するしかないんですね。役に
立つ研修をきちんと受けて、災害時に人はどんなふう
に変化していくのか、またどんなふうに立ち直っていく
のかを学ぶことが大事です。そこがまだ十分に行われ
ていないところだと思います。中長期に入った頃には被
災の現地でそんな取組ができればと思います。
瀧澤　諏訪先生、阪神淡路大震災のご経験で、こん
なことがあって助かった、気が楽になったということは
ありますか。
諏訪　私自身の住まいは阪神の中でも周辺地域で大き

な被災をしていないので、わ
からない部分もあるのです
が、年に何回も養護の先生
方と震災の話をする機会が
あり、被災者の話はよく聞き
ます。先生方は16年経とう
が17年経とうが、亡くなった
子どもたちの話になると絶句
して嗚咽します。時間が解決
してくれるわけじゃないんで
すね。でもその人たちに笑

顔が増えていくのは、失ったものの意味を考えながら、
いろいろな人と話をしたり何かに取り組んだりして、今
生きているということを心に持てるようになってきたか
らだと思います。教職員の仕事の中には必ず子どもが
いますから、子どもと一緒に元気になっていくというこ
とが大事かと思います。本来教師の仕事ではない仕事
もたくさん抱えていらっしゃると思いますし、それはと
てもしんどいですけれども、そういう仕事をすることで
子どもたちが笑顔になっていく、一緒に笑顔になれる
ということが一番大事かと思います。また子どもたちは、
避難所の中で大事な役割を果たしてくれたり、大人が
できないような仕事もやってくれたりします。阪神淡路
大震災の時、避難所でトイレをピカピカにしたのは中
高生でした。非常時でもニコニコしながら頑張ってく
れる。自分たちもしんどいはずなんですよ。その子た
ちに対する最大のほめ言葉は「ありがとう」だと思うん
ですね。「ありがとう」といわれたほうは、自分の存在
が認められたと感じます。自己肯定感を持てる言葉だ
と思います。大人も子どももお互いに認め合って、一緒
に笑顔を少しずつ取り戻せるといいですね。
　教職員と子どもたちが一緒にほっとできる空間を作
ったり、活動したりすることは大事です。先ほど村上
先生の学校でも、できなかった行事をやりはじめてい
るとおっしゃいましたが、日常の行事を取り戻すことは

諏訪清二　氏
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の取組もしました。復興住宅に入ったはいいけれども、
片親になって、親は仕事で子どもの面倒まで見られな
いという家庭では、朝子どもを迎えに行って学校まで
連れて行くということなども地道に実行しました。
　先ほどの子どもたちの短冊の中に「元の町に住みた
い」というのがありましたね。僕は釜石、宮古、気仙
沼などに舞子高校の生徒を連れて行って、現地の中高
生といっしょに地域復興計画を自分たちで作ろうという
ワークショップを行いました。自分たちの町というのは、
小学生だって作りたいんですよね。そんな授業をして
大人たちに見せて、一つでも取り上げられたら、子ど
もたちはものすごい達成感を持つと思うんですよ。で
すから、子どもたちが達成感を味わえるような活動づ
くりがこれからとても大事になっていくと思います。
佐藤　私はこの中で一番年が上だと思います。戦後を
経験しています。小学校の時には他の家に預けられた
り、中学2年から自炊したりの苦労がありました。チリ
地震津波も経験しました。それは異常な経験ですけれ
ども、人の心はけっこう強いと思います。経験の中か
ら忘れていくこと、覚えていくことの仕分けをしながら
強くなっていくと思います。先生方は涙を流してだめだ
なと思ってもいいから、子どもたちに、あなた方ならで
きるという期待感を持たせるというのも一つの方法か
と思います。
本間　子どもたちの中には、強い子と弱い子がいます。
強い子は、復興計画に参加するということでさらに伸
びていくということはあるでしょう。そういう子たちに
は我々は必要ないと思います。我々が対象とするのは
やはり弱い子、つまづきやすい子たちです。そういう子
どもたちにとって一番大事なことは、どのように寄り添
うことができるか、傷ついている、大変さを抱えてい
る部分にどれだけ我々が共感できるかということだと
思います。共感してくれていることが子どもにとっては
大きな力になります。共感を大事にしたいと思います。
　子どもはかなりのリアリティを持っています。自分た
ちが大変な中を生きていかなくちゃいけないということ
がわかっています。その中で、自分が尊重されている
と実感すると、子どもは大きく変わっていくと思います。
実際に何人かの子どもたちのケアをしてきて、しっかり
話を聞いてあげたり、子どもの状況を理解するような
取組を何回かした時に、ケアが必要ではなくなってき
ました。こういう震災を経験して思うのは、基本に帰る
ということです。平時にも課題はいっぱいあったのに、
それができていない部分が今回はっきり見えたわけで
す。特別なことをするのではなくて、当たり前の時に当
たり前のことをきちんと行うということに戻るんじゃな
いかと思いました。

これからの課題に向けて

瀧澤　一つぜひ聞いておきたいのは、舞子高校の環
境防災科では具体的にどういうことを学習しているの

でしょうか。
諏訪　防災教育というといろいろな人たちがいろいろ
なイメージを持っておられるようで、この科を作った時
よくいわれたのが、ヘルメットかぶって消火器持って何
をするんだというようなことでした。それが日本人の持
っている防災教育のイメージですよね。舞子高校では
四つのファクターを大事にしています。
　一つはハザードを学ぶことです。災害を引き起こす
かもしれない自然現象をきちんと学ぶこと。日本では
地学の教育なんてほとんど高校ではされてないですよ
ね。地球に住んでいながら地球のことを知らないとい
うことが起きています。そこをもう一度きちんと勉強し
直す、しかも知識だけではなく実際の災害と関わるよ
うな形で勉強しようということです。
　二つ目が災害対応です。例えば避難ですが、想定の
範囲内でマニュアル通りに行えば安全だと思っていまし
たが、今回の震災はそれは違うということを我々に突
きつけましたね。想定にとらわれない臨機応変な対応
についてきちんと学ぶということです。もちろん対応の
中には備えも含まれます。地震の揺れだけなら強い建
物で助かります。壊れる家に住んでいたら、避難だけ
じゃ地震に勝てません。また避難所の人たちの心のケ
アも含まれます。
　三つ目は社会背景です。結局は脆弱な社会が災害の
被害を受けやすいんです。強い社会は災害にも強いで
す。強いというのはハードが強いだけではなくて、コミ
ュニティですよね。専門家がよくいうのは「ハード的な
回復力とソフト的な回復力、両方を持った地域が強い」
ということです。そういう社会を作ろうというのが三つ
目のファクターです。
　最後につけ加えたいのが、それら三つの勉強はすべ
て過去の災害体験、教訓を基にしてすべきであるとい
うことです。ですから四つ目のファクターには「語り継
ぎ」ということを挙げたいと思います。阪神淡路大震
災があり、東日本大震災はまだまだ現在進行中ですけ
れども、いろいろな災害の体験を語り継ぐことでよりよ
い防災教育ができるのではないかと思います。
　この防災教育は専門家育成を目的としていません。
市民のリーダーを育てるというのが舞子高校の防災教
育の目的です。できれば将来は、岩手、宮城、福島に
も環境防災科ができて、一緒に何か勉強していければ
いいと思っています。ただあくまでも我々は実験校のよ
うなものですから、我々がやったことをすべての学校
で真似をしても仕方ないと思います。できるだけ早い時
期に防災教育をすべての学校で義務化すれば、本当
に災害に強い社会になっていくと思います。
瀧澤　佐藤先生は、今回の教訓の中で何を語り継い
でいけばいいとお考えですか。
佐藤　物で人は助けられないということですね。物が
足りない時は物を補充すれば確かに助かりますが、実
際には1週間、10日間孤立状態になって物資入手が困
難だった地域もあります。その人たちは小さなコミュニ
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ティを作って、一軒の無事だった家で生き延びていた
んです。災害が発生した時、物だけでは人は助けられ
ない。復興の時に初めて物が有効に活用できるように
なるんです。このごろの学校教育は地域教育というん
ですか、小さなコアを作っていくというような教育です。
それが結果的に防災教育には大切だと思うし、自分の
住んでいるところをもう一度見直すということは非常に
大切なことです。
瀧澤　藤平先生、いかがですか。

藤平　緊急時から応急に進
んでいく過程で同一の医療
スタッフが滞在し続けるのは
困難なので、連携をとって支
援していくことが大切だと思
います。また、避難所に学
校があてられることが多いの
で学校保健の組織を活か
し、学校医・学校歯科医・
学校薬剤師が避難所の医療
計画を立案し、対策本部に

伝えるシステムが確立するとよいと思います。
　やや視点の異なることを話します。このような大震災
時には必ず検死による身元確認が行われます。歯科の
身元確認は治療痕で判別するので、今の子どものよう
にむし歯がなかったり、1、2本程度の治療痕では判断
が難しいそうです。たまたま今回は名札をつけている
子どもが多かったので、身元確認がスムーズに進んだ
と聞いております。現在では、個人情報の問題で名札
をつけなくなっているので、このような時の判断が難航
するのではないかと出動した歯科医より報告を受けて
います。
瀧澤　村上先生は今後に向けて何かご意見はあります
でしょうか。
村上　養護教諭として被災した子どもたちに対してそ
の役割と対応について考えると同時に、一人の人間とし
てどのように関わっていけばよいのか考える日が続きま
した。また、学校が避難所になり、保健室が地域の
保健室になるなんて想定もしていませんでした。「学校
とは」「保健室とは」ということを改めて考えるよい機
会になりました。私自身たくさんの方々の出会いからエ
ネルギーをいただくことができました。これからも人と
のつながりを大切にしていきたいと思います。
　課題ですが、それは子どもたちのネットや携帯電話
の問題です。災害時の連絡のためということで、今ま
で持っていなかった子どもたちにも親が携帯電話を持
たせはじめました。しかしこの非常時の中で特に人と
のつながりを求めている子どもたちが、安易に他人と
つながることができるネットに触れて、危険なサイトに
うっかり足を踏み込んでしまうのではないかという懸念
があります。中学校では携帯利用についての指導がも
う3回行われています。子どもたちが人とのつながりを、
どこで誰とどのように求めていくのかということがこれ

からの新たな問題になっていくと思います。
瀧澤　では最後に本間先生、お願いします。
本間　被災地の課題と被災地以外の課題があると思
います。
　被災地以外の課題は「忘れない」ということなんで
すね。私は仙台に住んでいますが、見た目はもう完全
に復旧しています。日常はもう震災と関係ないほど普
通になっています。被災地を回るとその落差にすごく驚
くんです。人は自分の周りの環境にすぐ順応してしまう
ので、数カ月たって日本国中は、時々ニュースを見ると
思い出すんでしょうけれども、たぶん震災のことを忘れ
てしまうんですね。被災地の人からすれば、忘れられ
たらもう本当に絶望しちゃうんですよね。
　被災地の課題は、学校と学校以外の連携ということ
です。実は我々が学校と連携が取れたのは、５カ月ほ
ど前からなんです。震災後からケアチームのパンフレッ
トをずいぶん学校に配布しましたが、あまり反応してこ
なかったんです。学校が非常に忙しかったということ
はあると思いますが、普段から連携があまり得意では
なかったということもあると思います。今やっと連携が
取れ出して、深刻な問題を抱えた幼稚園や小学校にし
ょっちゅう足を運ぶようになりました。そうするとまた
新たな課題に直面します。先生方はどんなに難しい事
例があったとしてもその子だけに時間を使うわけにはい
きません。多くの子どもたちが先生を独占したくて、そ
の板ばさみになってしまうということがあります。もう
すでに限界を抱えながら仕事をしているわけで、その
限界を率直に認めて、外のケア機関にヘルプを求めて
いいと思います。児童相談所もそうですが、周りを見
渡せばヘルプしてくれるところがいろいろありますよ。
学校は今こそ垣根を越えて外に応援を求める時期だと
思うんですね。「3年後」というキーワードが示す通り、
その時期にまた山が来ると思います。親たちの生活が
破綻し、それだけではなく価値観や生き方もどんどん
破綻していくので、鬱病になる人やアルコール依存症に
なる人も出てくるでしょう。家族が壊れていく中で子ど
もたちが生きていかなければならないのは不幸です。
破綻を防ぐことはできないにしても、破綻して困ってい
る人にすぐに援助の手が差し伸べられるような仕組み
を作らなくてはならないと思います。
　この子どもセンターという組織はたまたま県が十年前
に作ってくれて、5人の医師のうち4人がチームで被災地
を回っています。そして一人の医師ができるだけ同じ地
域に継続的に行って同じケースを見るという仕組みを作
っています。これも一つの実験みたいなものですが、
今後も自分なりに続けてみたいと思います。
瀧澤　皆さんのお話の中で、「忘れない」「語り継ぐ」「共
有する」という言葉が出てきました。これらを実行して
いくことこそが、今回の震災で犠牲となった尊い命に
報いることだと思います。本日は本当にありがとうござ
いました。

（場所：日本学校保健会会議室）

藤平雅紀　氏
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－アンケート報告－「学校欠席者情報収集システム」の活用状況

　2011年6月、A県において、「学校欠席者情報収
集システム」（以下システム）の活用状況につい
てのアンケートが行われましたので、その結果を
ご紹介いたします。
　A県では、2009年９月から感染症流行の端緒を
早期に把握し感染拡大防止に役立てるため、当シ
ステムの活用を開始しました。当システムを導入
した当時は、新型インフルエンザの流行が広がり
つつあるなか、システムの運用に当たって十分に
周知する時間的余裕もなく開始されたため、日々
入力する現場の養護教諭の先生方には大変ご苦労
をおかけしました。新型インフルエンザが猛威を
ふるっていた頃には、保健室で実際に子どもの対
応にあたりながら、決められた時刻までに入力し
なければならないこともあり、大変な状況だった

ようです。
　Ａ県では、
その現場の
負担感を少
しでも軽減
し、なおか
つ感染症の
流行の端緒
を つ か み、
早期対応に
つなげるこ
とで感染拡
大を防ぐた
め、現場で
の養護教諭
から直接聞
き取り調査
やアンケー

トを実施して、問題点を把握し、その都度システ
ムの改善を図ってきています。
　今回のアンケートは、システム自体の改善や、
入力時刻の見直し等を図り、導入から２年経った
現時点でご回答いただいたものです。
　まず、システムの入力時刻（図1－1）につい

ては7割の学校で当日午前中で、当日午後を合わ
せると98％でした。迅速な情報共有が実現してい
るわけです。システム入力にかかる時間（図1－2）
は、8割の学校で5分以内、10分以内は約15％でし
た。これは学校の種別や規模にもよりますが、概
ね5分程度です。６月当時は、手足口病が流行し
ていましたので、決して欠席や出席停止が少ない
時期ではなかったと思われますが、それでもこの
程度だとわかります。
　システムに最初にログインすると、最初に県（あ
るいは市町村、保健所）からのお知らせが表示さ
れます。その認知をお尋ねすると（図1－3）、
87％の学校で認知されており、素早い情報提供の
手段として有効活用されていることが示されまし
た。システムを保健活動に活用しているかどうか
（図1－4）については、9割弱の学校で活用され
ていました。以下では、活用の具体的な内容につ
いて紹介しましょう。
　B市における活用の内容が図2で示されていま
す。保健だより等で保護者へお知らせしていると
の回答が多く寄せられました。具体的には、イン
フルエンザが流行時に近隣の学校、県内の状況を
確認し情報提供していたり、流行状況によって生
徒の欠席状況はどうか、学校でも流行の兆しがな
いか注意する目安としているという意見がありま
した。また、感染症が流行している時にどの地域
でどれぐらい流行しているのか、地域の状況を印
刷し、掲示配付したり、インフルエンザが流行時
に○○市では○人がインフルエンザによって欠席
と張り紙を出して活用されています。

国立感染症研究所感染症情報センター　大日 康史
菅原 民枝

図1－1：入力時刻
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図1－2：入力時間
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図1－3：県からのお知らせ機能の認知
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図1－4：保健だよりへの活用
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図2 各学校での活用の内容（B市）
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学校の業務簡略化と有効な活用に向けて
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　日常生活を通して死に至るまでに示す事象は、生
命活動あるいは生命現象といわれ、動物性機能、植
物性機能、精神機能の統合の上に成り立ち、この三
者がバランス良く機能したとき、初めてヒトは人間と
して生きているといえる。この生きるということは生
まれてから死に至るまでの一連の流れであるとも考え
られるが、生きてきた、生きている、生きていくとい
う過去、現在、未来を結ぶ連続した一連の営みとし
て捉えることもできる。この営みはどのような状況の
中で行われるかといえば、有形、無形のものに取り
囲まれて行われているのである。
　この人間を取り囲む有形・無形のものを環境とい
い、人間は環境との関わりの中で生きていくことにな
る。人間の歴史は自然環境との共存からはじまり、
快適で健康な生活を本能的に模索し、人工環境を
創造する等の努力を重ねることで、自然環境に対応
してきた。教育は人口環境の成果の一つである。
　児童生徒の現在のみならず、将来の健康生活の
基礎をつくる健康教育の領域は、学校薬剤師が貢
献できる分野であり、児童生徒に健康教育について
語るには環境との関わりを無視することはできない。
この関わりの中から現在のみならず将来における健
康の在り方を学び得るのである。健康教育を推進す
るとき、その根底には、３つの機能の統合が必要な
こと、生きるということは将来の目的達成（自己実現）
のために生きていくこと、そして人間は環境の中で生
きていることなどを基本としていると思っているとこ
ろである。

１．薬剤師の職能と学校薬剤師
　薬剤師の職能については、薬剤師法第１条に調剤、
医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることに
よって、公衆衛生の向上および増進に寄与し、もっ
て国民の健康な生活を確保するとある。
　医師による診察診断の結果として、薬物による治
療方針の具体化として発行される処方せんをもとにし
て行われるのが調剤である。これは医師とともに薬
物療法を実施しているといえるものである。また医薬
品の供給は、調剤薬（処方せん薬）と一般薬（大衆薬）
の両者において行われるものである。特に後者のケー
スはセルフメディケーション（自己治療）につながる

ものであって、自己責任において健康の維持増進を
はかるもので、薬剤師として関与することはその責任
には重いものがある。医薬品の試験鑑定、研究また
は食品、水等の試薬検査等広く薬学の知識に基づい
て処置すべき衛生上の事項のすべてを指すといわれ
る薬事衛生は、学校薬剤師のバックボーンで、健康
の科学である公衆衛生学がその拠り所となっている。
　これらの３つの職能は、第１次、第２次、第３次
予防への参画を示唆しており、薬剤師の有資格者の
うちから任命または委嘱される学校薬剤師は以上３
つの薬剤師職能を活動の基盤としているのである。
　特に第１次予防への参画は、健康の維持促進の基
本であるとともに健康教育の基本的部分への関与で
もある。健康教育とは現在のみならず生涯において
も健康な生活を送ることが出来るように知識、習慣、
態度などを児童生徒に与えるものである。学校薬剤
師として良好な学校環境衛生の確保をはじめ、手洗
い、うがい、換気、適切な食事の摂取、疾病予防
のための薬の使用等、学校薬剤師の活動範囲には
広いものがある。
　また調剤、医薬品の供給は現在問題になっている
薬物乱用防止教育やくすりの正しい使い方教育に定
められた新しい職務である保健指導や健康相談にも
応用できるものである。
　学校薬剤師が学校環境衛生の検査のみを実施す
れば良いというのは過去のことであって、学校薬剤
師の職能については、薬剤師法第１条に凝縮されて
いるといっても過言ではない。

２．薬物乱用防止教育と学校薬剤師
　児童生徒に対して実施される教育は、教科を通す
か健康を通すかの違いがあるにせよ、後天的に人間
として生きていくために必要な事柄の習得を目指すも
のであって、その成果は文化と呼ばれるものである。
　人間の行動は欲求と意志の合成により形成される
動機の後にみられるものである。たとえば薬物乱用
は欲求が行動に直結することで、非人間的な行動を
取っているが、これは文化が意志の側に参加できず
に欲求をコントロール出来なかったことによるもので、
薬物に対して正しい知識の習得こそが薬物乱用を防
止するものである。学校薬剤師は養護教諭等とＴ.Ｔ

日本学校薬剤師会 副会長　小川 善雄

「健康教育をささえる」～学校薬剤師の現場から～　
シリーズ 32
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の基準に従って定期検査や必要に応じて臨時検査に
従事しているところである。しかし児童生徒の日常生
活に直結しているのは日々実施されている日常点検で
ある。学校薬剤師は指導助言者として参加している。
学校は教育の場であり、若年者が集団で生活してい
るところである。健康教育との関わりからみると、学
校で学ぶ健康を通す教育は、まず家庭で活かされ次
いで社会生活に応用されるものである。たとえば朝
一番の水は約３分間放水して、前日から水道管に溜
まっている汚れを流し去ってから飲用するとか、時々
窓を開けて空気を入れ替えるとか、健康維持増進の
基本であるこれらのことは、日々の学校生活の中で
身につけるものである。
　日常点検とは自分たちの周辺を気をつけてみると
いうことで、そのほとんどが五感によって達成できる
ものである。また日常点検を推進する上に考えねば
ならないのは、児童生徒の参加である。今日も学校
の水は安心して飲める状態か否か、匂い、味につい
ては五感によるが、遊離残留塩素が0.1㎎/l以上であ
るかの確認は測定することが必要である。学校薬剤
師は測定の方法を教えることでこの問題をクリアして
いる。照度の問題にも同じようなことが言える。窓際
と廊下側、晴天時と雨の日では明るさに差があるの
で、照度計の使用について教えることで教室全体の
点灯が必要か、廊下側のみの点灯でよいのかが判断
できるようになるのである。自分たちの周辺を気をつ
けてみるということの積み重ねが、健康的な環境を
作り上げていくのである。
　現在のみならず将来においても健康な生活が送れ
るように推進される健康教育には、学校の教職員（非
常勤職を含め）を中心に関係機関、保護者、児童
生徒等の参加があって初めて実を結ぶ。地域を含め
て多くの人々の連携が必要であり、学校保健安全委
員会の活性化が望まれるところである。

を組むことで薬物乱用防止教育を推進しているので
ある。
　薬物とは医薬品のことをいう。人間は病気になる
と、これに打ち勝つために発熱、充血、炎症、化膿
等を引き起こす。このことを自然治癒力という。この
自然治癒力を助長することによって、病気の治療を
促す方法を療法といい、薬物による療法を薬物療法
といって病気にとって重要な療法になっている。
　乱用とは、「してはいけないこと」をすることをいう。
世の中にはルールがあり、それを理解することが必
要で、たとえ一度でも許されることではない。
　薬物乱用とは、薬物すなわち医薬品を医学的知識
や法規制あるいは社会的習慣に反した目的や用法の
もとに使用したり、過剰に摂取することをいう。
　薬物の依存とは、乱用を繰り返した結果に生じる
もので、簡単に止められない状態をいう。薬物を使
用することで、何らかの満足感や快感を得ることが
できたので、もう一度同じ気持ちを味わいたいという
欲求が依存を生み出すのである。薬物すなわち医薬
品についてあるべき姿について説明出来るのが学校
薬剤師である。特に薬物と乱用薬物が混同されて語
られるケースがあるが、正しい情報を提供し全く別
物であることを理解してもらうことが必要である。
　薬物は製造させない、使わない、持たせないとい
うのではなく、目的に応じて正しく使えばよいのであ
る。薬物について正しい理解が身に着いた時、欲求
＜意志となり、欲求が行動に即応することはなく、自
らの意志で誘惑に対してNOと言えるのである。

３．日常点検
　児童生徒および職員が身を置く学校環境は、健康
を維持増進するものでなければならないものである。
そのために必要な基準は「学校環境衛生基準」とい
い、文部科学大臣が定めている。学校薬剤師はこ

　2012年度『第８回未成年者飲酒予防基金』助成先を公募

■名　称
　2012年度「第８回未成年者飲酒予防基金」
■応募対象
　● 主として未成年者の飲酒予防のための社会活動または研究を主

宰・実施している団体、個人。但し、酒類製造者、酒類販売者、
酒類製造者団体、酒類販売者団体等、酒類業に直接携わってい
る団体、個人は除きます。

　● 対象となる活動は、未成年者飲酒を予防するセミナー開催や、
学校、地域などを巻き込んだ取り組み、未成年者の飲酒が身体
に及ぼす影響に関する研究など

■助成件数、金額
　助成件数は１０件前後、一件の助成上限金額は１００万円
■募集期間
　２０１１年１２月１２日（月）～２０１２年２月２３日（木）（期限厳守）

■選考方法
　 社外有識者及び当社内関係者で構成する審査委員会で厳正に審査
を行った上、採否と金額を決定いたします。

■詳細・応募方法
　次のURLからご確認ください。
　http://www.asahibeer.co.jp/csr/user/user_18.html
■選考結果発表
　２０１２年４月５日（木）までに応募者全員に通知いたします。
■本件の事務局・問い合わせ先
　〒130-8602　東京都墨田区吾妻橋１－２３－１
　 アサヒビール株式会社　社会環境部内　「未成年者飲酒予防基金」
事務局

　 TEL:03-5608-5195　FAX:03-5608-5201（土・日・祝日を除
く9:00～17:30）

　アサヒビール株式会社（本社　東京、社長　小路明善）は、
『未成年者飲酒予防基金』の2012年度第８回助成先を公募します。多数のご応募をお待ちいたします。
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　平成23年8月18日（木）・19
日（金）の2日間、鳥取県鳥
取市において標記大会が中
国各県から学校保健関係者
約510人の参加を得て開催さ
れました。
　開会行事に引き続き行われ
た全体会では、前順天堂大学大学院教授で、保健学博士
の大津一義氏から「学校保健の課題とこれからの進め方～
ヘルシースクールをめざして～」と題して御講演をいただきま
した。子どもたちにとって、学校が楽しく元気に安心して勉
強ができ、生き生きと過ごせる場であるための、学校教育（学
力の形成）と学校保健（積極的な健康づくり）の２つの柱
が融合した「いきいきスクール」の展開が必要であることを
分かりやすく説明していただきました。職域部会では、4つ
の部会に分かれ、より専門的な見地から実践発表や協議、
講演等が行われました。
　2日目は、7班に分かれての班別研究協議会が行われまし
た。6つの研究協議題について各班ごとに研究発表、研究
協議が行われ、最後に指導助言者から今後の実践について
示唆いただくなど、大変有意義な大会となりました。

　平成23年8
月18日（木）・
19日（金）の
2日間、愛媛
県松山市に
おいて標記
研究大会が、
四国四県か
ら学校保健
関係者436名
の参加者を
迎え開催されました。
　大会初日、開会行事に引き続き行われた記念講演では、
本県出身であり、早稲田大学第14代総長の奥島孝康先生か
ら、本研究大会テーマに関して、示唆に富む御講演をいた
だきました。
　その後行われたシンポジウムでは、学校・PTA・医療関
係者からの提言を基に、参加者全員で現代的課題に対応す
る健康教育の推進について協議されました。
　二日目は、小学校部会、中学校部会、高等学校・特別支
援学校部会の3部会での研究発表会を行い、各協議題にそっ
て熱心な意見交換が行われました。
　参加者や運営スタッフの高い意欲に支えられた、有意義
な研究大会でした。

全国大会・ブロック大会（平成23年11月24日開催分まで） 主催者報告

第18回四国学校保健研究大会第５６回 中国地区学校保健研究協議大会

第４９回北陸三県学校保健研究協議会
（第５９回石川県学校保健研究大会）

　白山市において、第49回北陸三県学校保健研究協議会
兼第59回石川県学校保健研究大会が、約430名の参加を得
て盛大に開催されました。

　午前中は、多数の来賓
各位を迎えての開会式の
後、「ひとりひとりの成長曲
線を描こう」と題して、田
中成長クリニック院長の田
中敏章先生の講演が行わ
れました。継続的に成長
曲線を描くことで、子ども
の成長の変化だけでなく、成長に関する様 な々要因が見えて
くることが分かりました。また、講演後の質疑応答では、多
くの質問一つ一つに丁寧にお答え頂き、参加者からは、「子
どもの成長について見る視点が変わった。」「これからの取
組において大いに参考となった。」等の感想が聞かれました。
　午後の課題別研究協議会では、７班に分かれ、各班２校
の実践発表と研究協議の後、各班のテーマに応じた講話を
講師の方にしていただくなど、大変有意義な大会となりました。

「生涯を通じて、心豊かにたくましく
生きる力をはぐくむ健康教育の推進」

─心身の健康づくりに自ら取り組む子どもの育成─

「生涯にわたり、心身ともに健康で
たくましく生きる児童生徒の育成」

「生涯を通じて、心豊かにたくましく
生きる力を育む健康教育の推進」

【大会概要】
［１日目］
開会式
特別講演
　演題 「学校保健の課題とこれからの進め方
　　　　　～ヘルシースクールをめざして～」
　講師 前順天堂大学大学院教授  保健学博士　大津 一義
職域部会
・学校薬剤師部会「 各県の『くすり教育への学校薬剤師と

しての関わり方』について」
・校長・園長部会
　実践発表・協議「健やかな心身を育む生徒の育成をめざして」
　実践発表者　鳥取県琴浦町立東伯中学校長　石賀 敏
・学校保健・学校安全担当教員部会
　講演　演題「 保健体育主事のマネジメント能力の育成と

組織活動の推進から」
　講師　東京女子体育大学　教授　戸田 芳雄
・養護教諭部会
　シンポジウム「健康教育実践者としての養護教諭の役割を考える」
　指導助言者　元全国養護教諭連絡協議会会長　安藤 節子
・中国地区学校保健・学校医大会（別日程）
［２日目］
 班別研究協議会（７班）

大会概要
【１日目】
開会式
記念講演
　演題「アウトドア活動と青少年の健全育成」
　講師　早稲田大学第14代総長
　　　　日本高等学校野球連盟会長　奥島 孝康
シンポジウム
　「現代的課題に対応する健康教育の推進」
　コーディネーター　
　神戸大学大学院人間発達環境学研究科　教授　川畑 徹朗
【２日目】
校種別研究発表会（小学校、中学校、高等学校・特別支援
学校）

大会概要
日時　平成２３年８月２８日（日）
会場　白山市松任文化会館（白山市）他
特別講演　演題  「ひとりひとりに成長曲線を描こう」
　　　　　講師  田中成長クリニック　院長　田中 敏明
課題別研究協議会　７班
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　10月27日（木）28日（金）の２日間に渡り、静岡県コンベ
ンションアーツセンター「グランシップ」に於いて、第61回全
国学校保健研究大会が盛大に開催されました。
　大会には、来賓・受賞者・一般参加者・役員等、全国各
地から約1800人の学校保健・学校安全関係者に御参加いた
だきました。
　大会１日目は、開会式に引き続き文部科学大臣表彰「学
校保健及び学校安全表彰」並びに「学校安全ボランティア
活動奨励賞」の表彰式が行われ、学校保健・学校安全の
充実、発展に多大な功績を上げられた224名の（学校・団体
を含む）皆様に会場から温かい大きな拍手が送られました。
　続いて、児童・青年精神医学のスペシャリストであり、児
童生徒のメンタルヘルスの課題や学校における対応について
の高い識見をお持ちの、浜松医科大学児童青年期精神医学
講座　特任教授　杉山登志郎先生から｢学校現場における
発達障害を持つ子どもたちへの対応｣と題して講演が行われ
ました。発達障害を持った子どもに限らず、全ての子どもた
ちに｢愛着者からの肯定と安心｣を与え、｢自己自身の自尊感
情｣を育むことが大切であること、これからの学校教育には、
学習障害への対応ができる教師の育成」等が必要なことを
教えていただきました。
　２日目は、10課題に分かれて研究協議会が行われました。
全国各地から集まった、素晴しい実践発表と、活発な協議
が繰り広げられました。
　大勢の方々の御協力で、今後の学校保健活動の推進に多
大な成果をもたらす手応えを感じられた大会となりました。

　平成23年11月6日
（日）、稚内市におい
て第60回北海道学
校保健研究大会
が400余名の参加
を得て開催された。
　午前9時30分か
ら稚内総合文化セ
ンターに於いて、開会式が執り行われた。北海道教育委員
会教育長、（財）日本学校保健会会長、（財）北海道学校保
健会会長が主催者として挨拶、引き続き来賓として、宗谷総
合振興局長、稚内市長が祝辞を述べた。
　学校保健功労者表彰では、永年にわたる学校保健や学
校安全の充実にご尽力された功績を称え、学校医32名、学
校歯科医39名、学校薬剤師19名、教職員9名の方々を北海
道学校保健会が表彰した。
　次期開催地の帯広市教育委員会部長より大会開催に向け
ての準備体制の整備を進めているとの挨拶があり、開会式
を終了した。続いて、「学校における『性に関する教育』の
進め方」～「性教育」から「生きる教育」「予防教育」から「希
望教育」へ～と題して京都大学大学院医学研究科社会疫学
分野準教授　国連合同エイズ計画共同センター　センター
長　医学博士　木原雅子氏から基調講演があった。木原氏
は、実際の授業場面をビデオを使って優しく話され、参加
者に多くの示唆を与えていただいた。
　午後からは、4つの部会にわかれ、研究協議の視点に基
づいた提言をもとに、教職員、PTA会員、医療関係者、学
生を交えて協議が進められた。

　平成23年11月24日（木）桑
名市民会館（桑名市）において、
第32回東海ブロック学校保健
研究大会・第55回三重県学校
保健安全研究大会が（財）日
本学校保健会をはじめ多数の
来賓各位を迎え、約600名の参加を得て開催されました。
　午前は、「これからの学校に求められるメンタルヘルス」
と題して京都大学大学院教授十一元三先生に、午後には、
「子どもの心のケアにおける学校保健の役割」と題して名
古屋学芸大学大学院教授采女智津江先生にご講演いただ
き、三重県の学校保健の充実、向上に役立つ有意義な大
会となりました。参加者からは、とてもわかりやすく現場
で役立つ話が聞けたと感謝の声が多くあり、関係者の皆
様のご協力に感謝致します。

第60回北海道学校保健研究大会
宗谷（稚内）大会

第３２回東海ブロック学校保健研究大会
（第55回三重県学校保健安全研究大会）

大会概要
　日時：平成23年11月６日（日）
　場所：稚内総合文化センター（全体会・部会）
　　　　稚内市役所（部会）
　主催：北海道教育委員会　　（財）日本学校保健会
　　　　（財）北海道学校保健会　　稚内市教育委員会
　後援：（社）北海道医師会　（社）北海道歯科医師会
　　　　（社）北海道薬剤師会 他14団体

第６１回全国学校保健研究大会
─静岡県静岡市─

「生涯を通じて心豊かにたくましく
生きる力を育む健康教育の推進」

─自ら健やかな心と体を育む子どもの育成─

『生涯を通じて心豊かにたくましく
生きる力をはぐくむ健康教育の推進』

─健康・安全な生活を実践する能力を持つ子どもの育成─

「北の大地を　心豊かにたくましく
　生きぬく子ども育成を求めて」

─最北の豊かな自然の中、子育て運動発祥の街稚内で
たくましさと優しさを兼ね備えた子どもの育成を求めて─

大会概要
期日　平成23年11月24日（木）
会場　桑名市民会館
内容　表彰式
講演　『これからの学校に求められるメンタルヘルス
        －正しい知識にもとづく健康観察の重要性－』　　　
　　　 京都大学大学院医学研究科 十一  元三 教授
　  　 『子どもの心のケアにおける学校保健の役割』   
          名古屋学芸大学大学院子どもケア研究科/ヒューマンケア学部
 采女 智津江 教授
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趣旨　 本会は大正９年の発足創設以来一貫して「学校保健の向上発展」と「学校保健行政への協力」を目的に
協議し要望書をまとめるなどで学校保健を推進してきた。全国の学校保健会（連合会）の代表が一堂に
会し、関連団体が推進する学校保健の諸施策と連携し、各支部の活動を基盤に学校保健の充実発展に
資するものである。

日時　平成23年10月28日（金）
場所　静岡県コンベンションアーツセンター

　本大会は毎年、全国学校保健研究大会に合わせ
て開催しています。今大会は静岡県静岡市におい
て全国の学校保健会から107名のご出席がありま
した。
　大会当日は主催者として本会の原中勝征会長、
開催県の静岡県学校保健会・指出昌秀会長の挨拶
の後、日本医師会、日本学校歯科医会、日本学校薬
剤師会から推進事業等の報告、全国ブロック代表
学校保健会からの活動報告、各都道府県学校保健
会からの要望事項に関する協議等を行いました。
　三師会からの推進事業報告では、日本医師会・羽
生田俊副会長から東日本大震災の被災状況や被
災者のメンタルヘルスケアの活動など、日本学校歯
科医会・金森市造副会長（写真）からは学校歯科医

生涯研修制度や
生きる力をはぐく
む歯・口の健康づ
くり推進事業など、
日本学校薬剤師
会・前田泰則副会
長からは医薬品
の適正使用等の
啓発、災害時の対応など、それぞれの内容について
詳しい説明がありました。
　次年度の開催は平成24年11月9日（金）、熊本県
熊本市で8日（木）、9日（金）に開催される第62回全
国学校保健研究大会に伴い、同市で開催する予定
です。

　　  第43回 全国学校保健会中央大会
主催／㈶日本学校保健会

報 告
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虎ノ門（113）

　近年、コミュニティの充実が叫ばれ、学校と
地域社会との関係がより一層求められていま
す。その理由の一つとして防災があげられます。
阪神大震災では、地域の力で被害を最小限に食
い止められ、東日本大震災では地域の力を中心
に復興が進んでいます。
　本校では、地域の方々の協力をいただき昨年
度から防災訓練の内容を見直しています。防災
訓練では、避難所体験や防災グッズの学習、大
鍋を使っての炊き出し訓練などを行っていま
す。これらの訓練には、地域の方々も一緒に参
加され、炊き出しの材料の準備などのお手伝い
をしていただいています。生徒たちは、総合学
習の時間を使い、自分の住む地域の防災対策に
ついて調べ、防災マップを作成し、グループ発
表をしています。訓練の中で、防災ボランティ
アの方から学校が避難所になったときに、学校
として、中学生としてどんなことができるのか、

学校と地域との連携

避難所ではどんなことが必要なのかといったこ
とを学習しています。避難所の運営には地域の
方々の力なくしては成り立ちません。役所や学
校の職員だけでは対処できることも限られてお
り、常日頃から連携を深めておかなくてはなり
ません。
　幸いにして本校では、年に数回ではあります
が学校と地域の方との交流の機会が設けられて
います。学校開放日、給食試食会、学校祭、芸
術鑑賞会などで学校の様子を見ていただき、ま
た、納涼祭り、ボランティアクラブ活動といっ
た地域のお手伝いもさせていただいています。
11月にはゴミゼロ運動に全員の生徒が参加して
自分の住んでいる町の清掃を行いました。そう
いった活動を通して、地域の方々は生徒の顔を
知ってくださっているようです。
　人と人とのつながりが希薄になりつつある現
代社会では、地域とのつながりは、子どもたち
の健やかな成長に欠くことができないものであ
り、一人一人の命を守るためにも大切なものだ
と痛感する毎日です。 （編集委員　加藤美智子）

編　　集　　後　　記
　ある学校の話です。定期健診で肥満症の疑いが
ある子どもがいました。その学校では健診結果を
通知票で保護者へお知らせしていて、「規則正し
い生活習慣を」という欄に印を入れて渡していま
した。ところがその子の保護者に肥満に対する病
気の意識が乏しく、その通知を生活指導と受け止
め、成長障害による肥満であったと気づいた時に
は疾患が進んでいました…これでは、学校健診の
意義はなく、なにより子どもにとって悲劇です。
　学校健診で異常が見受けられた場合、
「一度病院で診察をしてもらってください」
　その一言は大切です。しかし、疾患や障害を指
摘されて嬉しい親はいません。保護者の中には、

「うちの子を障害者呼ばわりされた」「ちゃんと診
断もしないでなんのための健診か」「費用をかけ
て病院へ連れて行ったのに異常がなかった」など、
直接本会に電話が来るくらいですので、他にも健
診のクレームをつけられた経験がある方は多いの
ではないでしょうか。
　学校健診はスクリーニング検査です。限られた設
備と時間を活用して児童生徒が学校で勉強を続けて
いくのに不都合があるかどうかを指摘するためのも
ので、確定診断を下すものではありません。学校医
としては、「病院で病気と診断されなくてよかった」
と、笑い話にされるほうがよほどいいのですが。
 （編集委員長　雪下國雄）
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